
(外郭団体評価委員会提出用）

（指標Ⅱの説明）

市内の埋蔵文化財を精確に調査して適切に保存し、調査結果や保存を行った成果を活用して学術・文化・教育の向上と発展に寄与するとともに、蓄積された調査研究の成
果・資料・技術を継承すること。

３．「事業経営評価等に関する指針」において年度計画に定めることとした財務運営についての目標

中期目標 年度計画

１．当該団体の事業経営を通じて達成しようとする本市の行政目的又は施策の具体的な内容

【指標の例】

 ・埋蔵文化財関連業務等の関係先への移行に向けた進捗
 ・共同研究員制度に登録している研究者の専門分野数及び各専門分野の登録者数の
維持

2．中期目標・年度計画における外郭団体の事業経営についての目標

指標Ⅰ 埋蔵文化財関連業務等の関係先への移行に向けた主要項目の進捗

目標値

R６ 評価対象期間

【参考１】期間

４項目 Ｒ６年１月１日～Ｒ６年12月31日

指標Ⅱ

　【指標・目標設定（年度計画）の概要】

団体名 （一財）大阪市文化財協会 所管所属名 経済戦略局

共同研究員の登録者数の維持

目標値
12名 Ｒ６年１月１日～Ｒ６年12月31日

R６ 評価対象期間

 令和５年４月１日から令和７年３月31日までの２年間

　・府市及び関係機関と埋蔵文化財関連業務等の継承に係る調整を図る
　・当該外郭団体が構築した共同研究員制度の継続的な運用

目標値 100%

・当該外郭団体の埋蔵文化財関連業務が関係機関に適正に継承される等、整理再
編されている度合い
・当該外郭団体が整理されるまでは、本市が必要と認める市内の埋蔵文化財関連業
務を実施できる体制を維持している割合

指標

【参考２】行政目的又は施策によって実現しようとする状態を示す指標及び目標(※大阪市）

【参考３】外郭団体の事業経営の具体的な内容

４．所管所属の見解

【事業経営の指標】
・令和５年度の対象事業活動の経営評価時に未達成であった項目のうち、財産の整理の決定については、保存処理に係る機材のうち継承するものの整理を令和６年３月末
までに完了している。また、協会固有事業の継承先の決定については、教育・普及事業のうち講演会など大阪市教育委員会及び大阪市歴史博物館へ継承するものの整理
を令和６年３月末までに完了しており、解散に向けたロードマップの予定通り進捗している。なお、保存処理に係る機材のうち、廃棄するとした機材については現在廃棄手続
き中である。
また、令和６年度末での解散に向け、埋蔵文化財関連業務等の関係先への移行のための主要な項目及び内容が設定されているとともに、本市が必要と認める市内の埋蔵
文化財関連業務を実施するための体制整備として、共同研究員制度の運用に必要な登録者数を目標として設定していることから、目標値は妥当であると認める。

【財務運営の指標】
　解散に伴う経費を賄うための現有の財産額を維持するため、当期収支差額において赤字を出さないことを目標として設定していることから、目標値は妥当であると認める。

目標値

R６

０円

・解散に伴う経費を賄う必要があることから、現有の財産額を維持することを目標と
し、当期収支差額において赤字を出さないこととする。
（参考　目標値推移　R５：3,095千円、Ｒ６：0円）

指標Ⅱ

目標値

R６

指標Ⅰ 当期収支差額
（指標Ⅰの説明）



【参考】
(外郭団体評価委員会提出用）

２．期間

４．中期目標・計画（期間）における外郭団体の各事業年度の事業経営についての目標

経済戦略局

【指標の例】

・埋蔵文化財関連業務等の関係先への移行に向けた進捗
・共同研究員制度に登録している研究者の専門分野数及び各専門分野の登録者数の維
持

所管所属名

市内の埋蔵文化財を精確に調査して適切に保存し、調査結果や保存を行った成果を活用して学術・文化・教育の向上と発展に寄与するとともに、蓄積された調査研究の成果・資
料・技術を継承すること。

１．当該団体の事業経営を通じて達成しようとする本市の行政目的又は施策の具体的な内容

令和５年４月１日から令和７年３月31日までの２年間

・府市及び関係機関と埋蔵文化財関連業務等の継承に係る調整を図る
・当該外郭団体が構築した共同研究員制度の継続的な運用

・大阪市の埋蔵文化財行政の方針・施策に応じて、解散後も継続したものとなるよう、継
承先およびその方法について、より具体的な項目の検討に向けて、府市関係諸機関との
継続的な協議を行うとともに、適切な継承に向けて当協会の事業を整理し、令和６年度末
には事業の引継ぎを完了させる。
・共同研究員制度を有効に用い、協会が行う埋蔵文化財の調査・報告書作成の質の維
持・向上、また、これまで蓄積してきた成果・資料・技術を繋げていく。

Ｒ５ Ｒ６

４項目 ４項目

指標

・当該外郭団体の埋蔵文化財関連業務が関係機関に適正に継承される等、整理再編
されている度合い
・当該外郭団体が整理されるまでは、本市が必要と認める市内の埋蔵文化財関連業務
を実施できる体制を維持している割合

指標Ⅱ

評価対象期間

目標値
【参考】行政目的又は施策によって実現しようとする状態を示す指標及び目標(※大阪市）

目標値 100%

　【中期計画の概要】

（一財）大阪市文化財協会

目標値

共同研究員の登録者数の維持

団体名

中期目標

令和５年４月１日から令和７年３月31日までの２年間

３．外郭団体の事業経営の具体的な内容

指標Ⅰ

中期計画

評価対象期間 令和５年４月１日から令和７年３月31日

埋蔵文化財関連業務等の関係先への移行に向けた主要項目の進捗

Ｒ６

令和５年４月１日から令和７年３月31日

12人 12人

Ｒ５



【参考】
(外郭団体評価委員会提出用）

経済戦略局所管所属名

　【中期計画の概要】

（一財）大阪市文化財協会団体名

目標値

3,095千円 0千円

５．「事業経営評価等に関する指針」において中期計画に定めることとした各事業年度の財務運営についての目標

（指標Ⅰの説明）

現時点では、協会事務所建物の撤去費など財産処分等にかかる費用の算出が困難であ
るため、現有の財産額を維持することを目標とし、当期収支差額において赤字を出さない
ことが、最も明確かつ端的に経営を把握できるため。
（解散時までに残余財産を減らさないことを目標とする。）

（指標Ⅱの説明）

指標Ⅰ 当期収支差額

目標値

Ｒ５ Ｒ６

指標Ⅱ

事業運営の指標について
・埋蔵文化財関連業務等の関係先への移行に向け、主要な項目及び内容が設定されており、目標値が妥当であると認める。
・本市が必要と認める市内の埋蔵文化財に係る必要な調査や保存が実施されるための体制整備として、共同研究員制度を運用するために必要な専門分野数と人数を目標として設
定しており、目標値が妥当であると認める。

財務運営の指標について
・解散に向け、当期収支差額において赤字を出さないことで、対象事業を安定的に行うことができる財政基盤の確保が確認できることから、妥当であると認める。

６．所管所属の見解



（一財）大阪市文化財協会の解散に向けたロードマップ
■令和５年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

■令和６年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

人材の継承先の決定
（R5からの継続）

協会固有事業の継承先の決定

発掘業務の継承先への事業継承
（R６事項）

備　　考

協会予定

協会予定

人材の継承先の決定

残余財産必要額の算定

財産の整理の決定

発掘業務の継承先への事業継承

協会固有事業の継承先への事業継承

財産の処分（建物以外）

備　　考

事務所の建物撤去に係る国等との調整

●決算理事会(6/2)
●定時評議員会(6/26)

●決算理事会

●定時評議員会（定款変更/解散時期の明示）

予算理事会(3月)●

評議員会（清算人・評議員の選任）●

大阪市文化財協会の受託事業：発掘調査、報告書作成、保存処理

理事会（清算人・評議員の選任）●

意思確認

大阪府文化財センター、大阪市博物館機構との協議

職員への関係部署ワーキングの状況等の共有

人材継承にかかる人件費、清算法人の運営経費等の算定 建物撤去経費、廃棄物等処分費の算定

財産にかかる継承（譲渡）or処分（廃棄）の整理、すみ分け 大阪市教育委員会・大阪市博物館機構との協議
資料・図面等は市教委へ継承（決定）

保存処理機材等の継承は博物館機構と継続協議

特定遺贈事業の継承にかかる大阪市博物館機構（歴博）との協議

教育普及事業の継承にかかる大阪市教育委員会・大阪市博物館機構（歴博）との協議

大阪市文化財協会の受託事業：報告書作成

文化庁・大阪市教育委員会・大阪市経済戦略局との協議 文化庁へ現状変更届の提出 文化庁内部での処理期間（３カ月）

大阪府文化財センター（1週間以上の発掘調査）、大阪市教育委員会（１週間未満及び大阪府文化財センターが受託出来ない発掘調査）による発掘調査実施

特定遺贈事業の継承について具体事業等の手法など大阪市博物館機構（大阪歴史博物館）と協議

教育普及事業の継承について具体事業の手法など大阪市教育委員会・大阪市博物館機構（大阪歴史博物館）と協議

産廃予定価格決定 産廃事業者公募・入札 保存科学室内の廃棄処理

難波宮事務所解体撤去の設計 解体事業者公募・入札 解体工事はR7.4月以降に実施予定

市博物館機構（歴博）へ引継ぎ

市教育委員会・市博物館機構（歴博）へ引継ぎ

大阪市文化財協会・大阪市教育委員会・大阪府教育委員会・大阪府文化財センターによる個別協議、意見交換

大阪府文化財センターにより一部の発掘調査実施

大阪市文化財協会・大阪市教育委員会・大阪府教育委員会・大阪府文化財センターによる個別協議、意見交換

資料・図面等の移動や機材等の譲渡（寄付）等の時期・手順について調整 ※可能なものから随時運搬 資料、図面、機材等の移動

難波宮事務所内の廃棄処理

職員意思確認（再）

職員意思確認（再）
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